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○ 子育て・教育環境の充実 

（１）児童虐待防止対策の充実 

（厚生労働省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【現状・課題】 

○ 児童虐待相談受付件数が高い水準で推移するなか、重大な児童虐待ゼロの実現をめざ

し児童虐待防止対策を推進するためには、こども相談センター(児童相談所)とともに、

市民に身近な区役所の機能強化が必要である。また、被虐待児の受け皿である代替施

設等の養育環境の整備も図る必要があり、安定的かつ継続的な国による制度改正や財

政措置が不可欠である。 

（児童虐待の発生予防及び発生時の迅速・的確な対応のための体制強化と必要な財政措置） 

○ 区役所における相談支援体制・専門性の強化及び児童相談所との連携強化のために、

児童相談所に配置する区役所支援のための児童福祉司を複数ある児童相談所ごとに配

置できるよう制度改正し、財政措置を拡充すること。 

○ 本市では、「支援対象児童等見守り強化事業」を活用して、地域のネットワークによる

こどもの見守りを強化し、令和２年 12 月から令和３年３月の間に約 2,000 回の状況把

握を行った。児童虐待の芽を見逃さないためには、コロナ禍の収束後も、行政だけで

はなく地域の「こどもの見守り体制」を充実させることが重要であるため、引き続き

財政措置が必要である。 

○ 高度で専門的な技術と知識の習得を目的とする児童福祉司の義務研修については、各

自治体ごとに講師等を確保して実施するには限界があるため、国において実践的な研

修を企画・実施し、全国的に均質化を図ることが必要である。 

○ 国が主導する「要保護児童等に関する情報共有システム」の運用経費については、令

和４年度以降も国において全額負担すること。 

（施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組みの拡充） 

○ 家庭的な養育環境の実現に必要な施設の小規模かつ地域分散化等を推進するために

は、建替えのための整備補助金の補助基準額の引き上げ等が必要である。 

○ 施設の小規模かつ地域分散化等の推進に伴い、児童養護施設や乳児院における職員の

人材不足が深刻化することが見込まれるので、職員の処遇改善を図るため措置費を引

き上げるとともに保育所への保育士宿舎借り上げ支援事業等のような人材確保支援

策、離職防止策の制度創設が必要である。 

【本市の提案・要望】 

○ 児童虐待の発生予防及び発生時の迅速・的確な対応のための体制強化と 

必要な財政措置 

○ 施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に 

向けた取組みの拡充 

担当：こども青少年局 

◆こども相談センターにおける児童虐待相談受付件数の推移 

 

※平成 29 年度の相談受付件数の減少は、厚生労働省に件数計上の基準について改めて確認し、その基準の解釈に合わせたためである。 

（件） 

（速報値） 



 

              

                              

 

                              

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                     

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◆「支援対象児童等見守り強化事業」の活用状況      ◆こども相談センターの管轄区域 
 

 
● 

● 

● 

南部こども相談センター 

４行政区を管轄 

 

中央こども相談 

センター 

13 行政区を管轄 

 

市域（24 行政区）に児童相談所を複数設置し、管轄区域を設定。

区役所の支援を円滑に進めるには児童相談所ごとの配置が必

要であるが、区役所支援のための児童福祉司の配置基準は、指定

都市で 1 人となっている。 

◆子育て支援・児童虐待対応体制 

 

◆大阪市のあるべき養育形態 

こども相談センター（児童相談所） 

 専門的な知識や技術を要する相談 

 に対応 

 

区 役 所 

（市民に身近な相談窓口） 

※市民に身近な場所で子ども家庭
相談に対応するとともに、さまざ
まな福祉サービス等の活用を通じ

て児童虐待を予防し、早期発見に
努める。 

イエローゾーン 

(要保護) 

レッドゾーン 

(要保護) 

すべての子育て層 

(啓発・教育) 

グレーゾーン 

(要支援) 

★機能強化に取組中 
・児童相談所の複数設置 
・児童福祉司の増員 など 

 
★強化のための課題 
・より高度な専門的な技術

と知識の習得 

大阪市では、共通リスクアセスメントツールにより 

５段階（Ａ～Ｅ）の虐待リスクに分類し、こども相

談センターと区役所で役割分担している。 

児童虐待防止対策を充実するには、 

こども相談センターと区役所のさらな

る機能強化・連携強化が必要である。 

北部こども相談センター 

７行政区を管轄 

今後、東部方面を 

管轄する４か所目の 

開設を予定 

施設の小規模かつ地域分散化等の課題 

 ・施設整備の促進（整備補助金の不足） 

 ・施設職員の確保（専門性をもつ必要職員の増、 

          職員の給与や待遇の改善） 

（％） 

1,168 人 1,180 人 

将来的には、国の目

標をめざす 

就学前 75％以上 

学童期以降 50％ 
16.7 36.5

58.116.4

63.5

41.9

66.9

平成30年度末 令和11年度末 あるべき養育環境(将来像)

里親等

本体施設

（大規模施設）

小規模グループケア

（本体施設も小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ化）

小規模グループケア

里親等

里親等

小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ

Ａ 最重度 

Ｂ 重度 

Ｃ 中度 

Ｄ 軽度 

 

Ｅ 危惧 

※令和２年に大阪市社会的養育推進計画を 

策定し、家庭養育優先原則を徹底        

家庭養育優先原則を徹底するため、里親委託を 

推進するとともに、施設の小規模化にも着手。 

★機能強化に取組中 
・子ども家庭総合支援拠点
としての職員の配置 など 

 
★強化のための課題 
・相談支援体制の強化のた

めに児童相談所からの支援
が必要 
 

連携・支援 

大 阪 市 区役所 

☆支援の場での見守り 

 

☆家庭訪問での見守り 

こども食堂などの民間団体 

☆今後も継続実施が必要 

児童虐待の芽を見逃さない 

地域での見守りサイクル 

補助 情報共有 

実施区 団体数 登録児童数 見守り回数

令和２年度 11 17 416 1,966
令和３年度 15 22 － －
※令和２年12月開始(支援の場及び家庭訪問での見守り回数の速報値）


